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指定管理者のほうから、その使用料と利用料の区別を変えてくれないかとい

う申し出があることも事実でございます。それにつきましては、それぞれの施

設に、どちらが有用なのかをしっかりと定めた上で、必要であれば利用から使

用、使用から利用というふうに変えたいと思っております。それは、それぞれ

の年度協定を結ぶ前にいろんな協議をさせていただいております。 


